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中
・
東
南
欧
諸
園
に
お
け
る
人
民
民
主
主
義
制
度
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
・

フ
ァ
γ
シ
ズ
ム
に
劃
す
る
ソ
岡
山
誕
の
英
雄
的
な
解
放
闘
手
の
、
こ
れ
ら
白

諸
闘
に
お
け
る
庚
訊
な
人
民
大
衆
の
民
族
解
放

1
反
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
蓮
顧

と
の
、
お
よ
び
帝
国
主
義
に
反
射
し
、
『
自
園
』
の
大
費
不
家
と
地
主
に

反
射
す
る
勤
勢
者
溢
の
激
烈
な
階
級
凶
革
命
回
明
吊
す
と
の
結
合
の
基
礎
の
う

え
で
瑳
生
し
た
白
で
あ
っ
た
。
い
主
と
こ
に
紹
介
を
試
み
よ
ラ
と
す
る

ペ
・
ヵ
・
フ
ィ
グ
1
ル
ノ
フ
の
表
題
目
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
図
「
に
に
お

け
る
人
民
民
主
主
義
制
度
の
謎
展
を
、
そ
の
歴
史
的
な
特
殊
性
と
と
も

に
、
極
め
て
明
解
な
筆
致
で
も
っ
て
段
階
的
に
特
徴
，
つ
け
て
い
る
と
い
う

『
ョ
，
ロ
ッ
パ
人
民
主
主
義
諸
圏
に
担
け
る
人
民
民

主
主
義
制
度
の
護
展
の
二
つ
の
段
階
に
づ
い
て
』

金

鍾

証{

馳
で
、
わ
れ
わ
れ
に
少
な
か
ら
ざ
る
烹
議
を
も
っ
て
い
る
。

彼
は
ま
ず
ブ
ア
ヅ
シ
ス
ト
的
侵
略
者
ど
も
に
針
す
る
ゾ
閥
盟
の
限
利
が

人
民
民
王
主
義
制
度
の
鼓
生
に
「
決
定
的
な
役
割
」
を
演
巳
た
こ
と
を
の

ベ
っ
て
し
か
し
「
人
民
民
主
主
義
制
度
は
、
共
蓮
黛
と
務
倒
紫
の
同
市
導

白
下
に
、
こ
れ
ら
の
諸
閣
の
医
汎
な
人
民
大
衆
の
民
族
解
放
運
動
ル
」
階
松

闘
争
の
園
内
的
高
揚
の
情
勢
の
な
か
で
、
す
な
わ
ち
階
級
的
矛
清
白
累
積

の
不
可
避
的
な
結
果
と
し
て
生
じ
た
と
い
う
情
勢
の
な
か
で
の
み
授
生
す

る
こ
と
が
出
来
た
」
の
で
あ
っ
て
、
「
人
民
民
主
主
義
革
命
は
自
己
の
階

級
的
内
容
-
原
動
力
に
よ
り
、
自
己
O
戦
略
上
の
任
務
に
よ
り
、
プ
ロ
レ
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『
?

i

p
ッ
パ
人
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
人
民
民

主
主
義
制
度
目
措
置
展
の
ニ
つ
の
段
階
に
む
い
て
』

タ
リ
ア
1
ト
O
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
と
し
て

護
生
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
帝
国
主
義
時
代
に
お
け
る
斯
る

革
命
の
可
能
性
を
、
レ

l
ニ
νは
一
九

C
五
年
に
お
い
て
す
で
に
預
見
し

て
い
た
。
こ
の
革
命
が
『
自
閤
』
の
燭
占
資
本
と
結
び
つ
い
た
外
園
町
侵

略
者
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
全
園
民
的
な
聞
事
か
ら
宜
捗
に
成
長
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
闘
に
お
レ
て
勢
働
者
階
級
に
よ
っ
て
指

世
帯
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
歴
史
的
な
特
殊
性
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
そ
れ
故
に
、
こ
の
革
命
は
反
封
建
的
革
命
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

〈
、
民
族
解
放

l
Eフ
ァ
ッ
シ
ス
卜
、
反
帝
園
主
義
的
革
命
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
人
民
民
主
主
+
義
革
命
の
主
要
原
動
力
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
自
分
濯
の
周
り
に
農
民
品
、
ィ
シ

テ
リ
ゲ

ν
ヅ

4

ヤ
な
ど
の
買
汎
な
人
民
大
家
を
、
お
よ
び
フ
ァ
ッ
ジ
ス
ト

と
外
闘
の
大
資
本
に
よ
っ
て
苦
L
め
ら
れ
て
い
る
中
・
ル
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
を
干
の
愛
図
的
分
子
を
結
集
し
、
彼
ら
を
反
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
、
反
帝
・

反
封
建
的
民
族
解
放
闘
宰
に
組
織
し
た
。
「
こ
れ
ら
の
種
々
の
革
命
的
社

曾

r
ル
1
プ
の
環
は
人
民
民
主
主
義
草
命
の
第
一
段
階
で
提
起
さ
れ
た
諸

琵
姐
の
怯
格
を
、
こ
の
段
階
の
性
高
帽
を
表
わ
し
た

n

」
そ
し
て
フ
ロ

ν
夕

日
ア
1
ト
の
へ
ゲ
モ
一
一
ー
は
最
も
慶
汎
な
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
を

附
県
L
、
か
っ
そ
の
勝
利
を
保
設
し
た
じ
、
さ
ら
に
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主

義
語
命
か
ら
社
曾
主
義
革
命
へ
の
、
人
民
民
主
主
義
制
度
の
瑳
展
の
第
一

段
階
か
ら
そ
の
第
二
段
階
へ
の
漸
宍
的
、
平
和
的
移
行
の
可
能
性
を
ワ
く

り
出
し
た
。
「
一
九
四
四
年
の
秋
か
ら
一
九
四
句
・
八
年
ま
で
績
〈
第
一

第
七
十
六
巻

四

第

是宜

段
階
で
は
、
人
民
民
主
、
主
義
制
度
は
園
家

1
政
治
的
脅
機
関
に
お
い
て
第

働
者
階
級
の
指
増
刷
役
割
の
下
に
お
け
る
ι
f
u
h
p
わ
戸
い
い

Uι
眠
時
か

草
命
的
民
、
干
泊
裁
を
表
わ
し
た
。
こ
れ
は
草
命
的
民
主
的
諸
改
革
の
段
階

で
あ
円
一
た
。
プ
ル
シ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
完
成
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の

時
期
に
お
け
る
人
民
民
主
喜
晴
槌
力
の
基
主
的
任
務
で
あ
っ
た
ロ
」
(
傍
鮎

i
企
)

こ
の
段
階
に
h

ぬ
け
る
諸
特
徴
は
、
バ
円
、
州
内
閣
の
侵
略
者
か
ら
の
民
族
的

解
放
、
料
、
フ
ァ
ツ
シ
ズ
ム
の
完
全
紐
波
、
局
、
帯
闘
主
義
的
言
陸
の
除

去
、
伺
、
土
地
改
革
の
盆
行
、
伸
、
封
建
的

1
農
奴
制
的
諸
関
係
の
漬
物

の
根
組
、
料
、
す
べ
て
の
刑
曾
的
諸
制
度
の
民
主
化
、
帥
、
閣
民
約
演
の

復
興
な
ど
で
あ
っ
た
。

刷
、
人
民
民
主
主
義
の
具
な
る
悶
々
で
は
、
射
請
人
民
民
主
主
韓
制
度

の
盛
田
肢
の
第
一
段
階
の
町
内
時
刻
間
仕
様
々
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
チ

エ
コ
ス
ロ
ず
ア
午
ヤ
で
は
第
一
段
階
は
一
九
四
五
年
四
月
四
日
か
b
一

九
四
λ
年
二
月
ま
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
一

t
四
四
年
七
月
か
ら
一
九

四
七
年
の
棒

p
明
ま
た
は
一
九
四
八
年
の
中
恒
ま
で
、
ル
T

マ
一
一
ヤ
で

は
一
九
四
五
午
=
一
月
中
ハ
日
か
ら
一
九
四
七
年
の
膳

F
ま
で
頼
い
た
。

人
民
民
主
主
義
制
度
の
設
展
の
第
一
一
段
階
の
木
質
的
特
徴
は
祉
曾
主
義

一
ず
型
の
諸
改
革
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
段
階
で
は
人
民
民
主
主
義

制
度
は
プ
甘
レ
タ
リ
ア
?
ト
濁
援
の
諸
機
能
を
捷
行
し
、
社
曾
主
義
の
諸

基
礎
や
建
読
し
、
か
っ
勤
務
者
の
賢
官
山
な
膚
主
位
曾
主
義
建
誌
に
引
き
入

れ
る
。
勿
論
第
一
段
階
と
第
二
段
階
と
で
は
革
命
の
仲
格
は
全
く
異
な



る
、
が
し
か
し
第
二
段
階
で
十
分
に
滋
行
さ
れ
て
い
る
祉
曾
主
義
的
諸
改

革
は
、
既
に
型
民
の
第
一
段
階
で
遂
行
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

「
こ
の
こ
と
は
プ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
義
草
命
の
吐
曾
主
義
革
命
へ
の
進
展

温
程
を
一
五
す
」
も
の
で
あ
る
。
っ
そ
の
性
格
に
よ
る
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
異

っ
た
草
命
的
段
階
は
統
一
し
た
・
連
領
的
な
・
革
命
過
程
を
表
わ
す
。
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下
に
お
吋
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義

革
命
は
批
曾
主
義
革
命
へ
の
必
然
的
な
準
備
で
あ
る
。
」
(
傍
貼

i
金
)

ω
既
に
遮

f

へ
た
様
に
人
民
民
主
主
義
諮
問
で
は
民
族
的
解
放
同
事
業

民
障
問
汎
な

t
官
暦
を
包
括
し
結
集
し
て
い
た
(
第
一
段
陪
)
。
と
の
こ
ま

は
ま
た
人
民
輪
組
申
政
府
の
構
成
内
部
に
プ
ル
ジ
ョ
ア
政
棋
の
代
理
人

が
入
っ
て
い
る
と
と
を
意
時
し
た
。
例
え
ば
プ
ル
カ

ud
ヤ
に
お
け
る
=

コ
ラ
・
ベ

F
ヨ
フ
、
戸
シ
ガ
ヨ
ー
に
お
け
る
ナ
ナ
・
フ
ェ

p
ム

1

ン、

メ
ヲ
ン
コ
ず
ィ
ッ
チ
、
ベ
イ
ッ
フ
ェ
ル
、
ポ
1
フ
ン
ド
に
お
け
る
ξ

コ

ラ
イ
1
チ
4
ク
、
ル
1

マ
一
一
ヤ
に
お
け
る
タ
タ
ー
ル
ス
ク
、
そ
し
て
チ

ヰコ
λ

ロ
グ
ァ
キ
ヤ
に
お
け
る
ぜ
シ
グ
ル
、

9
1
7
ヵ
、
シ
ユ
ラ
I
メ

ッ
夕
、
レ
ク
ト
n
y
ッ
ヒ
、
ゴ
ッ
ド
ジ
ャ
ー
等
々
。

彼
ら
の
本
性
は
賢
汎
な
民
主
的
需
改
草
(
土
地
改
革
、
岡
家
機
関
・

軍
障
の
粛
清
等
々
)
の
貰
施
過
程
で
、
ま
た
人
民
民
主
主
義
制
度
を
一

唐
強
化
す
る
た
め
り
一
聯
の
枇
脅
主
義
的
諸
方
策
(
工
業
・
担
行
自
園

有
化
、
用
出
働
管
理
、
勤
努
農
民
的
世
曾
主
義
的
協
同
組
合
化
、
陪
組
前

日
プ
ロ
レ
ダ
リ
ヤ
的
租
枯
政
策
等
々
)
の
達
行
過
程
で
パ
ク
ロ
さ
れ
た

し
、
そ
し
て
彼

ιの
陰
謀
は
粉
砕
さ
れ
た
ω

己
れ
は
そ
の
後
円
右
翼
社

『
ョ
i
ロ
ァ
パ
人
民
主
主
義
諸
図
に
お
け
る
人
民
民

主
主
義
制
度
の
費
農
の
ご
っ
の
段
階
に
つ
い
て
』

合
士
義
的
諸
政
課
内
部
に
潜
ん
で
い
た
帝
国
主
義
の
代
理
人
ど
も
の
パ

ク
u

ー
と
も
に
、
こ
れ
ち
の
諸
国
円
人
民
民
主
主
義
制
度
の
一
層
円
強

化
に
役
立
っ
た
。
ワ
い
で
に
、
一
九
四
七
年
一
九
四
八
年
の
時
期
に

お
い
て
、
ル
i

y

ζ

ャ
、
プ
ル
ガ

9
ャ
、
チ
£
コ
ス
ロ
グ
ァ
キ
ヤ
お
主

刊

r
d
1
ラ
ン
ド
で
は
共
時
篤
と
一
昨
官
民
主
主
義
諸
政
築
の
左
派
ー
と
の
合

阿
が
お
こ
な
わ
れ
、
統
一
勢
働
識
が
形
成
さ
れ
た
。

き
で

λ
民
民
主
主
義
平
命
の
第
一
段
階
で
遂
行
さ
れ
た
重
要
な
世
曾
的

1
寵
湾
的
時
間
改
革
の
ひ
》
」
つ
は
土
地
改
寧
で
あ
っ
た
。
な
る
陪
ど
「
土
地

改
革
そ
れ
白
聞
は
枇
曾
主
義
的
方
策
で
は
な
い
」
が
し
か
し
「
そ
の
宣
行

は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
草
命
の
基
木
的
な
課
殖
の
一
つ
」
で
あ
る
し
、

士
た
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
社
曾
主
義
革
命
へ
の
濯
展
に
と
っ

て
必
要
な
傑
件
で
あ
っ
た
。
」
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
厨
ぐ
に
に
お
い
て
地
主

的
土
地
所
有
関
係
を
根
絡
し
、
反
動
的
な
地
主
階
級
に
「
致
命
的
な
打
撃
L

を
山
県
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
農
民
を
農
奴
制
的
隷
厨
閥
係
か
ら
解
放
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
務
働
者
階
級
ー
と
農
民
の
同
盟
が
「
木
質
的
に
」
強
化
さ

れ
た

D

「
中
長
は
労
働
者
階
級
の
堅
牢
な
同
問
者
と
な
り
、
貴
農
は
そ
り

支
持
岩
と
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
だ
が
「
土
州
政
本
の
意

義
を
静
慣
す
る
に
は
、
帝
闘
主
義
の
諸
傑
作
に
あ
っ
て
は
封
建
的
弓
ル
町

部
が
金
融
資
本
と
癒
着
し
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
に
劃
す
る
打
撃
は
金
融
資

本
に
劃
す
る
打
撃
で
で
も
あ
る
と
い
う
重
要
な
事
情
を
考
蔵
す
る
と
と
が

必
要
で
あ
る

U

」

こ
の
改
革
の
賓
施
後
、
人
民
民
主
主
義
諸
闘
で
は
第
一
段
階
に
お
い
て

第
七
十
六
巻

第
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『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
民
主
主
義
諸
閣
に
お
け
る
人
民
民

主
主
義
制
度
目
賞
展
の
ニ
ワ
の
段
階
に
づ
い
て
』

ナ
で
に
農
業
生
長
伊
同
組
合
が
つ
く
ら
れ
始
め
て
い
た
ロ
だ
が
首
位
吋
の
農

業
協
同
組
合
に
は
多
く
の
資
本
主
義
的
諸
要
素
を
含
ん
で
い
た
(
た
と
え

ば
そ
れ
に
は
屡
々
グ
ラ
1
ク
も
加
わ
り
、
彼
ら
は
部
分
的
に
は
雇
傭
坊
働

を
使
用
し
て
い
て
、
土
地
賃
貸
が
許
さ
れ
て
い
た
等
々
)
。
「
従
っ
て
人
民

民
主
主
義
制
皮
の
設
展
の
第
一
段
階

c
は
、
農
業
協
同
組
合
は
そ
れ
に
お

い
て
計
曾
主
義
的
要
素
之
資
本
主
義
的
要
素
と
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
過
渡

的
形
態
で
あ
っ
た
己
け
れ
ど
も
「
た
と
え
そ
の
端
初
的
諸
形
態
に
お
い

て
に
し
ろ
、
農
業
生
産
協
同
い
組
合
の
設
生
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
草
命

m
t曾
主
義
革
命
へ
の
準
展
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
」

M
W

農
業
生
産
協
同
組
合
の
致
は
、
プ
ル
ガ
リ
ヤ
で
は
一
九
四
大
年
の

終
p
に
四
百
八
十
、
一
九
四
七
年
に
は
王
百
四
十
九
あ
う
て
、
そ
れ
与

は
十
ん
高
へ
グ
タ
1

ん
の
土
地
面
積
を
も
ち
、
四
寓
四
千
百
五
十
九
田

農
民
経
営
を
統
一
し
て
い
た
。
円
ン
ガ
ヲ
ー
で
は
一
丸
四
五
年
に
す
で

'
F
3
2
7
1
-
T
Z
J
7
1
オ
プ

Z
l
f
r
'

に

官

の

土

地

共

同

耕

作

組

合

(

協

同

組

骨

の

最

も

低
い
型
態
)
が
め
っ
た
L
、
ル

1
マ
=
ヤ
で
は
一
九
四
八
年
目
四
百
二

十
六
の
土
地
共
同
耕
作
組
合
が
あ
っ
た
。
ア
ル
パ

a

ヤ
で
は
一
九
四
六

年
に
七
の
協
同
組
骨
(
農
業
ア
ル
テ
リ
1
型
)
が
あ
ヲ
た
、
が
一
九
四

八
年
に
は
そ
の
教
は
王
十
六
に
噌
加
L
、
一
寓
〈
ク
ダ
I
ル
以
上
の
土

地
面
積
を
有
し
、
千
百
六
十
八
の
農
民
組
営
を
統
一
し
て
い
た
。

鰹
済
白
分
野
で
、
こ
の
進
展
に
と
っ
て
決
定
的
な
フ
ァ
グ
タ
ー
と
し
て

役
立
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
図
家
的

1
社
恥
主
義
的
所
有
の
援
生

と
援
展
で
あ
っ
た
。
こ
の
耽
嵐
長
話
階
に
お
い
て
ず
で
に
、
中
央
銀
行
、
鍛

第
七
十
六
番

ームノ、

第

量定

ノ、
四

語
、
通
信
機
関
、
各
種
の
大
企
業
、
鎖
坑
お
よ
び
そ
の
他
の
議
資
本
財
等

'R

が
園
家
的

l
吐
曾
主
義
的
所
有
企
な
っ
た
。
「
人
民
民
主
主
義
制
度
の

第
一
段
階
に
お
け
る
祉
曾
主
義
的
所
有
の
設
生
と
援
畏
は
一
世
曾
主
義
的
生

産
関
係
の
形
成
と
創
出
を
意
味
す
る
ロ
何
は
し
乙
も
あ
れ
、
こ
れ
に
お
い
て

プ
ル

f
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
枇
禽
主
義
革
命
へ
の
準
展
が
貝
ら
れ
る
」

の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
位
曾
主
義
的
所
有
の
護
士
と
労
働
智
理
の
理
ス
と

は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
人
民
樫
済
計
置
の
青
手
を
可
能
な
ら
し

め
た
。
だ
が
「
多
ウ
グ
ラ

1
ド
的
経
済
の
諮
傑
件
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は

す
べ
亡
の
園
民
解
務
部
門
正
す
べ
て
の
企
業
と
を
包
含
す
る
こ
主
は
出
来

な
か
っ
た
。
」

ω
一
九
四
六
年
に
は
工
業
に
お
け
る
枇
官
主
義
的
所
有
の
割
合
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
七
九
・
O
%
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ず
ァ
キ
ヤ
で
は
七
主
・

0
問
、
円
ン
ガ
9
1
で
仕
玉
大
・
O
%
、
プ
ル
ガ
ヲ
ヤ
で
は
三
三
・
六

%
で
あ
っ
た
。

つ
F
に
人
民
民
主
主
義
諸
図
に
お
け
る
第
二
段
階
へ
の
移
行
に
つ
い
て

見
ょ
う
。

「
す
ベ
て
の
人
民
民
主
主
義
諸
闘
で
の
第
二
段
階
へ
の
移
行
は
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
精
裁
と
批
舎
、
辻
義
理
設
の
基
礎
の
髄
得
を
認
設
し
た
新
憲

法
の
採
用
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
」
例
え
ば
、
プ
ル
ガ
り
ヤ
で
は
第
三
段

階
へ
の
移
行
は
一
九
四
七
年
の
終
り
に
安
成
L
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
年
町

十
二
月
四
日
の
「
偉
大
な
人
民
議
合
」
に
よ
る
新
憲
法
の
採
用
と
十
二
月

二
十
三
日
の
私
的
工
業
福
岡
企
業
と
鎮
山
の
閤
有
化
に
か
ん
す
る
法
律
の
採



用
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
濁
裁
と
祉
曾
主
義
一
位
曾
建
設
の

基
礎
が
固
定
さ
れ
た
。
二
十
六
日
に
は
、
更
に
「
銀
行
の
闘
有
化
法
」
が

採
揮
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
、
一
九
四
八
年
の
諮
り
頃
に
ほ
金

工
業
生
謹
の
九
三
%
が
図
家
の
手
中
に
在
っ
た
(
協
同
組
合
は
二
%
)
、

が
私
的
領
有
で
は
た
っ
た
五
%
が
在
っ
た
に
祖
ぎ
な
い
。
ル
I
マ
ニ
ヤ
で

は
第
二
段
階
へ
の
移
行
は
人
民
共
和
闘
が
宣
言
さ
れ
た
一
九
四
七
年
十
二

月
の
諮
り
に
完
成
さ
れ
た
。
ル
1
マ
ニ
ヤ
凶
民
議
舎
は
一
九
四
八
年
四
月

に
新
宮
法
を
採
用
し
、
そ
し
て
六
月
に
は
工
業
・
銀
行
・
鎖
業
諸
企
業
お
よ

び
運
輸
が
闘
有
化
さ
れ
た
。
ハ
げ
J

ガ
リ
ー
で
は
一
九
四
ヒ
年
の
格
り
(
ま

た
は
四
八
年
の
中
町
)
に
こ
の
段
階
へ
の
移
行
が
完
成
き
れ
た
。
ハ
ン

F

P
1
議
曾
は
一
九
四
七
年
十
月
に
十
三
大
銀
行
の
固
有
化
訟
を
採
捜

し
、
そ
し
て
一
九
四
八
年
三
一
月
二
十
五
日
に
は
百
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の

従
業
員
を
雇
傭
せ
る
諸
企
業
が
園
有
化
さ
れ
た
(
一
九
四
九
年
寸
二
月
二

十
八
日
に
は
十
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
従
業
員
を
も
っ
工
業
諸
企
業
が
誼

加
的
に
固
有
化
さ
れ
た
)
。
そ
の
結
果
一
九
四
八
年
に
は
全
工
業
生
蓮
の

八
五
%
が
、
一
九
四
九
年
に
は
九
三
%
が
園
家
の
手
中
に
集
中
さ
れ
た
。

チ
ェ
コ
ス
ロ
グ
ァ
キ
ヤ
で
は
第
二
段
階
へ
の
移
行
は
「
反
革
命
的
暴
動
」
を

粉
砕
し
た
九
阿
八
年
二
月
に
完
成
し
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
ず
ァ
キ
ヤ
は
こ

の
い
わ
ゆ
る
「
一
一
月
事
件
」
後
に
大
規
模
な
園
有
伯
(
例
土
ば
五
十
人
以

よ
白
構
働
者
を
雇
傭
す
る
す
べ
て
の
諸
工
場
)
を
遂
行
し
た
。
そ
の
結
果

一
九
凶
九
年
に
は
こ
の
園
の
工
業
生
産
の
九
七
・
五
%
が
園
家
の
手
中
に

あ
っ
た
。
最
後
に
ポ
l
ラ
U
J

ド
で
は
こ
の
段
階
へ
の
移
行
は
一
九
四
七
年

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
人
民
民

主
主
義
制
度
の
護
民
自
エ
つ
の
段
階
に
ヲ
い
て
』

の
終
り
に
完
成
し
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
一
九
四
六
年
一
月
に
お
け
る
す
べ

て
の
大
・
中
諸
工
業
白
固
有
化
の
宣
施
、
と
六
月
に
お
け
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
二
院
議
官
制
し
の
根
絶
と
九
月
に
お
け
る
人
民
鰹
済
優
興
費
民
三
ヶ
年

計
霊
(
一
九
四
七
年

l
四
九
年
)
に
か
ん
す
る
法
律
の
採
用
に
甘
い
て
見

い
出
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
一
九
四
七
年
の
終
り
に
ミ
コ
ラ
イ
1
チ
4
グ
と

そ
の
一
味
の
圏
外
へ
の
逃
亡
に
よ
っ
て
男
成
き
れ
た
。

人
民
民
主
主
義
諸
園
に
お
い
て
、
護
民
の
第
二
段
階
へ
の
移
行
で
重
要

で
あ
っ
た
り
は
こ
れ
ら
の
園
「
に
の
社
曾
主
義
的
工
業
他
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
園
「
に
で
は
特
有
町
屋
鹿
的
諸
傑
件
の
な
か
で
、
つ

ま
り
ソ
同
盟
か
ら
の

E
大
な
技
術
的

1
経
済
的
援
助
と
こ
れ
ら
相
互
聞
の

綿
済
的
協
力
の
下
で
、
↑
比
較
的
に
限
ら
れ
士
鰹
済
的
諮
資
源
」
を
持
ち

つ
つ
も
、
「
歴
史
的
に
最
短
期
間
」
に
お
い
て
、
そ
の
工
業
他
を
質
調
す

る
こ
と
が
出
衆
た
。
「
人
民
民
主
主
義
語
圏
に
お
け
る
祉
曾
主
義
的
工
業

化
の
歴
史
的
特
殊
性
は
、
ー
ら
に
平
和
的

1
民
主
主
義
的
市
場
の
諸
侮
件

の
な
か
で
、
社
曾
主
義
陣
笹
の
関
家
問
。
分
業
の
基
礎
の
上
で
工
業
化
が

作
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
た
に
存
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
各
人
民
民
主
主

義
諸
国
は
、
か
つ
て
ソ
同
盟
で
起
っ
た
援
に
、
別
々
に
自
図
で
重
工
業
の

縦シ
-
2
ふ
ヲ

Z
膨
を
設
展
さ
す
必
要
は
な
い
」

O
で
あ
る
。
い
ま
各
閣
の
工

業
佑
に
つ
い
て
見
る
に
、
プ
ル
ガ
p
ヤ
は
短
期
間
に
以
前
の
後
進
的
農
業

園
か
ら
瑳
展
せ
る
重
工
業
を
も
っ
工
・
農
業
固
に
轡
っ
た
。
一
九
五
一
一
一
年

に
お
い
て
社
曾
主
義
的
ウ
グ
ラ
ー
ド
の
占
め
る
割
合
は
、
園
民
所
得
で
己

九
・
四
%
、
工
業
総
生
産
高
で
九
八
・
ハ
%
以
ム
、
そ
し
て
鯨
商
品
取
引

第
七
十
六
巻

七

停

軍指

ハ豆



『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
民
主
主
義
諮
問
に
布
げ
る
人
民
民

主
主
義
制
度
目
護
展
の
ニ
ワ
の
段
階
に
づ
い
て
』

で
は
九
九
・
六
%
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
農
業
で
は
そ
の
割
合
は
六
0
・
五

%
で
あ
っ
た
。
ル
1

マ
ニ
ヤ
は
、
一
ー
九
五
三
年
に
祉
舎
主
義
的
ウ
グ
ラ
ー

ド
の
割
合
が
園
民
所
得
で
凡
そ
七
五
・
C
%
、
工
業
総
生
産
高
で
九
九
・

0
%
、
卸
貰
商
業
で
一
0
0
%
、
そ
し
て
小
賓
商
業
で
七
七
・
七
%
を
も

っ
と
こ
ろ
の
工
・
農
業
閣
に
捷
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ハ

νガ
リ
ー
も
亦

短
期
聞
に
農
・

1
業
園
か
ら
時
出
展
せ
る
工
・
農
業
閣
に
箆
っ
た
。
ポ
1
一プ

ν
ド
戸
、
は
祉
曾
主
義
的
ウ
グ
ラ

l
vの
割
合
は
、
園
民
所
得
で
七
五
・
O

%
(
一
九
五
二
年
)
、
工
業
綿
生
産
高
で
九
九
・
O
%
(
一
九
五
三
年
)
、

農
業

rは
一
九
五
三
年
に
二
0
・
0
%
、
小
吉
司
商
業
で
九
六
・
一
%
で
あ

っ
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
グ
ァ
キ
ャ
は
五
ヶ
年
計
置
に
よ
っ
て
、
工
業
の
一
方

的
な
性
格
が
克
服
さ
れ
、
重
工
業
の
高
い
比
重
生
も
つ
工
業
園
と
な
っ
士

(
一
九
五
三
年
に
は
重
工
業
の
比
重
は
六
二
・
三
%
、
極
工
業
の
そ
れ
は

一
一
↑
七
・
七
%
)
。
一
九
五
三
年
に
お
い
て
社
曾
、
汁
義
的
ウ
グ
ラ
ー
ド
の
占

め
る
割
合
は
、
闘
民
所
得
で
九
二
・
O
%
、
工
業
で
は
九
九
・
六
問
、
農

業
で
は
四
三
・
O
%
、
そ
し
て
小
賀
商
業
で
は
九
九
・
五
%
で
あ
っ
た
。

ア
ル
パ
ニ
ヤ
も
玄
た
五
ヶ
年
計
置
(
一
九
五
一
年
五
五
年
)
に
よ
っ
て

後
準
的
農
業
圏
か
ら
卦
・
主
幹
降
に
出
回
っ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
園
ぐ
に
の
祉
曾
主
義
化
の
諸
傑
件
の
特
殊
性
は
、
こ
れ
ら
の

園
ぐ
に
で
既
に
津
成
さ
れ
た
貫
工
業
の
水
準
と
ゾ
同
盟
か
ら
の
諾
援
助
に

依
援
し
て
、
「
ァ
同
盟
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
段
階
に
お
い
て
、
資
本
主
義

か
ら
祉
曾
主
義
へ
の
樋
渡
期
に
お
い
て
生
産
手
段
の
生
蓬
の
優
先
的
援
展

の
維
持
と
相
並
ん
で
消
費
針
象
の
生
産
の
よ
り
速
や
か
な
謎
展
へ
移
行
す

第
七
十
六
巻

jへ

第

量君

六
六

る
可
能
性
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
ラ
こ
と
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
こ
れ
ら
の
圏
ぐ
に
で
は
宅
地
の
私
的
所
有
の
基
礎
の
上
己
農
業
の
計
曾

王
義
的
改
造
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
段

階
で
の
農
業
の
紅
曾
主
義
ル
刊
の
吠
況
を
見
る
ー
と
、
ブ
ル
芦
り
ヤ
で
は
一
九

五
三
年
に
全
耕
地
の
方
0
・
五
%
を
耕
作
し
、
か
っ
全
農
民
樫
管
の
五

二
・
三
%
を
統
一
せ
る
こ
千
七
百
凶
十
七
の
T
K
Z
X
が
あ
っ
た
。
ル
ー

マ
ニ
ヤ
で
は
一
九
五
三
年
に
生
産
協
同
組
合
は
二
十
八
高
の
農
民
家
族
を

統
一
し
、
そ
し
て
全
耕
地
の
二
四
%
を
耕
作
し
て
い
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で

は
一
九
五
三
年
に
八
千
を
こ
え
る
農
業
生
産
協
同
組
合
が
あ
っ
た
し
、
こ

れ

r加
入
せ
る
農
民
教
は
二
十
高
人
に
謹
し
て
い
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は

一
九
主
三
年
に
圭
一
農
民
経
替
の
ほ
ぼ
二
O
%
を
統
一
せ
る
四
千
宍
百
七
十

七
の
一
生
産
協
同
組
合
が
あ
っ
た

L
、
ま
た
チ
品
コ
ス
ロ
グ
ァ
キ
ヤ
で
は
一

九
五
三
年
に
こ
の
闘
の
耕
助
(
園
家
経
管
の
土
地
を
除
く
)
の
三
二
%
を

耕
作
し
、
か
つ
二
十
六
高
二
干
の
農
民
鰹
管
を
統
一
せ
る
と
と
る
の
六
千

六
百
七
十
九
の
統
一
農
業
協
同
組
合
が
あ
っ
た
。

さ
て
そ
札
で
は
最
後
に
、
「
特
有
の
歴
史
的
諸
傑
件
」
り
な
か
で
護
主

L
士
人
民
民
主
主
義
革
命
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
フ
イ
グ
1

ル
ノ
フ
の
説

明
を
き
こ
う
。

周
知
の
よ
う
に
一
九
一
七
年
に
ロ

γ
ヤ
で
は
二
つ
の
「
草
命
的
爆
護
」

(
第
一
回
目
白
爆
震
は
一
九
一
七
年
の
二
月
に
、
そ
し
て
第
二
回
の
そ
れ

は
十
月
に
)
が
起
っ
た
。
だ
が
人
民
民
主
主
義
諸
園
で
は
、
フ
ァ
ツ
シ
ス

f
侵
略
者
ど
も
に
封
ず
る
ァ
同
盟
の
勝
利
と
こ
れ
ら
の
諸
園
の
鹿
汎
な
人



民
大
衆
の
民
族
解
放
運
動
の
下
で
う
ち
立
て
ら
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

と
農
民
の
「
民
主
的
簡
裁
」
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘ
ゲ
ぞ
二

1
白

下
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
を
議
行
し
う
る
可
能
性
を
県
土
た
。

だ
か
ら
こ
こ
で
は
ロ
シ
ヤ
の
場
合
と
は
異
っ
て
、
「
二
つ
の
草
命
的
爆
設

を
必
要
、
と
し
な
か
っ
た
。
」
す
な
わ
ち
「
共
産
黛
に
よ
っ
て
指
準
さ
れ
る

斯
る
樺
力
は
、
反
動
諸
勢
力
の
狂
暴
な
反
抗
を
樫
し
潰
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
民
民
主
主
義
諸
国
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
祉
曾
主
義

革
命
へ
の
控
展
を
保
詮
し
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下

で
の
野
働
者
階
紐
と
農
民
の
濁
裁
の
存
在
は
新
し
い
草
命
的
爆
箆
危
険
分

の
も
の
た
ら
し
め
た
。
場
働
者
階
級
の
濁
裁
は
、
人
民
民
主
主
義
諸
闘
で

筆

者

執

堀

在

実

'II 

喜

典

向桓

正

質

冨

金

鍾

碩

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
民
主
主
義
諮
問
に
お
け
る
人
民
民

主
主
著
制
度
叩
瑳
展
の
二
つ
の
段
階
に
つ
い
て
』

は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
刑
曾
主
義
革
命
へ
の
漸
次
的
な
準
展
の

基
礎
の
よ
で
、
政
烈
な
階
級
関
手
の
諸
傑
件
に
お
け
る
反
動
的
諸
勢
力
の

必
死
の
反
抗
の
鎖
監
の
一
基
礎
の
上
で
、
ゃ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
並
び

に
純
済
的
地
位
の
徹
底
的
な
弱
化
と
人
民
民
主
主
義
的
関
家
擁
力
の
確
固

た
る
強
化
の
基
礎
の
上
で
生
巳
た
。
人
民
民
主
主
義
諸
園
に
お
け
る
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ト
獄
裁
の
愛
生
温
程
め
最
も
重
要
な
歴
史
的
特
殊
性
は
こ
れ

に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
じ
そ
し
て
こ
の
居
間
史
的
特
殊
性
こ
そ
が
ヨ

1

ロ
ヅ
ハ
人
民
民
主
主
義
語
闘
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
猫
裁
の
形
態

4ズ《
Uwp7
エ
オ
プ
nラγ
l品ジv

の
特
有
性
を
す
ら
預
定
し
た
と
こ
ろ
の
Jもh
の
な
の
で
あ
る
。

一
九
五
五
年
四
月
十

T
R
E

事百

介

京
都
大
堅
助
教
授

京
都
大
問
阜
大
畢
院
研
究
奨
早
生

京
都
大
事
大
皐
院
等
生

京
都
大
事
大
串
院
串
立

第
七
十
宍
巻

プL

都

競

六
吐二


